
　
軽
自
動
車
の
納
税
通
知
書
を
5
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
。

▼�

納
期
限
お
よ
び
振
替
日

　
6
月
2
日
㈪

●�

二
輪
の
小
型
自
動
車
の
車
検
で
紙
の
納

税
証
明
書
が
不
要
に

　

�　

令
和
７
年
４
月
か
ら
、二
輪
の
小
型

自
動
車
の
継
続
検
査（
車
検
）を
受
け
る

場
合
、紙
の
納
税
証
明
書
の
提
示
が
不

要
に
な
り
ま
し
た（
三
輪・
四
輪
の
軽
自

動
車
は
令
和
５
年
１
月
か
ら
）。た
だ
し
、

納
付
後
す
ぐ
に
車
検
を
受
け
る
方
は
、

金
融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

　
ト
ア
な
ど
で
納
付
し
、紙
の
納
税
証
明

　
書（
領
収
証
書
）を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●�

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
や
口
座
振
替
で

納
付
し
た
方
に
は
、納
税
証
明
書
を
郵
送

　

�　

二
輪
の
小
型
自
動
車
を
お
持
ち
で
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
っ
て
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
た
方
に
は
、令
和

7
年
度
に
限
り
、6
月
中
旬
に
車
検
用

納
税
証
明
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

�　

な
お
、三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車
に

つ
い
て
は
、令
和
6
年
度
か
ら
郵
送
を

廃
止
し
て
い
ま
す
。

問�

(市)
税
務
課 

市
民
税
係

軽
自
動
車
税
の
通
知
書
を
送
付

納税

▲�ホームページ

みっきぃナビみっきぃナビ

　

自
宅
か
ら
で
も
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
を
利
用
し
て
納
付
手
続
が
可

能
で
す
。

・ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

・ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

・イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

　

各
種
納
付
方
法
に
つ
い
て
は
、県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

(県）
加
東
県
税
事
務
所

　
☎
0
7
9
5
‐
4
2
‐
9
3
3
1

自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
期
限
は
6
月
2
日
㈪
で
す

納税

▲�ホームページ
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相　
　
談

健　
　
康

子
育
て

募
集・採
用

教
室・講
座

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室・講
座

施　
　
設

　

創
業
に
必
要
な
経
営
、販
路
開
拓
、財
務

な
ど
の
基
礎
知
識
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、

事
業
環
境
変
化
に
対
応
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
プ

ラ
ン
の
作
成
を
め
ざ
し
、中
小
企
業
診
断
士

に
よ
る
実
践
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　
6
月
７
日
～
7
月
12
日

　
　
　
　
（
土
曜　
全
6
回
）

　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分�

������　

��【
別
途
、個
別
相
談
を
開
催
予
定

　
　
　

���（
7
月
9
日
㈬
、7
月
16
日
㈬
）】

▼
場
所　
三
木
商
工
会
館　
4
階
大
会
議
室

▼  

対
象　

創
業
希
望
の
方
、創
業
後
5
年

未
満
の
方
、新
事
業
・
新
分
野
へ
の
進

出
を
め
ざ
す
方

▼
受
講
料　
1
，
0
0
0
円

▼
定
員　
先
着
20
名

▼
申
込
期
限　
5
月
23
日
㈮

▼  

申
込
方
法　
住
所
、氏
名
、電
話
番
号

　
を
明
記
し
、F
A
X
、メ
ー
ル
ま
た
は

　
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。　
　

問・申
込  �

三
木
商
工
会
議
所

三
木
商
工
会
議
所  

　
　
　

　
　
　

  

☎
8
2

☎
8
2ｰー

3
1
9
0

3
1
9
0

      　　
　

　
8
2
8
2ｰー

3
1
9
2

3
1
9
2

������　　
　

�info@
m
ikicci.or.jp

　

創業支援

市
内
で
創
業
を
希
望
す
る
皆
さ
ん
へ

み
き
C
C
I
創
業
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
を
開
催

　
市
内
に
居
住
す
る
勤
労
者
福
祉
の
向
上
を
図
る
た

め
、近
畿
労
働
金
庫
と
協
力
し
、住
宅
の
新
築・購
入・

増
改
築
の
た
め
の
資
金
を
融
資
し
ま
す
。

▼ 

対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め
る
要
件
を

全
て
満
た
す
も
の
）

　
·�

同
一
事
業
所
に
１
年
以
上
勤
務
し
、か
つ
市
内

に
1
年
以
上
居
住
ま
た
は
同
一
事
業
所
に
3
年

以
上
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る

　
·�

満
18
歳
以
上
66
歳
未
満（
最
終
返
済
時
の
年
齢

が
76
歳
未
満
）

▼ 

融
資
限
度
額　
2
，
0
0
0
万
円
以
内

▼ 

融
資
期
間　
40
年
以
内

▼ 

利
率　
固
定
金
利
型（
年
2・26
%
）

▼ 

償
還
方
式　

元
利
均
等
月
賦
償
還
方
式（
半
年
賦

償
還
併
用
方
式
も
可
）

▼ 

申
請
方
法　

取
扱
金
融
機
関
で
あ
る
近
畿
労
働
金

庫
北
播
支
店（
☎
0
7
9
5ｰ

2
3ｰ

5
5
5
1
）に
相

談
し
て
く
だ
さ
い（
融
資
に
は
審
査
が
あ
り
ま
す
）。

問  

(市)
商
工
振
興
課 
商
業
労
政
係

勤
労
者
住
宅
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
制
度
の
ご
案
内

勤労者支援

▲�ホームページ
　はこちら

　
子
育
て
が
楽
し
く
な
る
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
た
め
、児
童
お
よ
び
そ
の
保
護

者
を
対
象
と
し
た
事
業
に
対
し
て
、活
動

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼�

対
象
団
体（
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た

す
団
体
）

·�

三
木
市
を
拠
点
と
し
、継
続
し
た
子

育
て
支
援
活
動
を
実
施
す
る

·
2
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、市
内
在
住
の

　
方
が
半
数
以
上

·��

子
育
て
支
援
に
係
る
分
野
で
、団
体

の
会
員
以
外
の
市
民
も
含
め
た
支
援

活
動
を
行
う

·�

政
治
的
お
よ
び
宗
教
的
活
動
、営
利

活
動
を
目
的
と
し
な
い　
な
ど

　

�　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
額　
１
事
業
に
つ
き
上
限
10
万
円

▼
受
付
開
始
日　
5
月
７
日
㈬

▼�

申
請
方
法　

児
童
セ
ン
タ
ー
、各
市
立

公
民
館
、市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請�

（市）
こ
ど
も
福
祉
課　

　
　
　

 

子
育
て
応
援
係

子
育
て
支
援
事
業
の
活
動
を
支
援

補助金

▲ホームページ　

　
市
内
を
拠
点
に
こ
ど
も
食
堂
を
運
営
す

る
団
体
に
、運
営
に
係
る
経
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
団
体

·��

市
内
に
お
い
て
こ
ど
も
食
堂
を
運
営

し
て
い
る
団
体

·��

こ
ど
も
に
無
料
ま
た
は
低
額
で
こ
ど

も
の
発
達
に
十
分
な
栄
養
が
あ
る
食

事
を
提
供
し
て
い
る
こ
と　
な
ど

▼�

対
象
経
費　
食
材
費
、会
場
使
用
料
、

　
事
業
に
係
る
保
険
料
、消
耗
品
、印
刷

　
製
本
費
な
ど　

▼�

対
象
期
間　
4
月
1
日
㈫
～
令
和
8
年

３
月
31
日
㈫

▼�

申
請
方
法　
教
育
セ
ン
タ
ー
2
階
こ
ど

も
福
祉
課
、市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、郵
送
ま
た
は
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請 

（市）
こ
ど
も
福
祉
課�

　
　
　

 

家
庭
支
援
係

こ
ど
も
食
堂
の
運
営
を
支
援

補助金

▲ホームページ

　
4
月
1
日
付
で
人
権
擁
護
委
員
が
法
務

大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

▼
人
権
擁
護
委
員　
芝
本
由
美
子
さ
ん

▼ 

任
期　

令
和
7
年
4
月
1
日
～�

令
和

10
年
3
月
31
日

問　　
（市）（市）
人
権
推
進
課

人
権
推
進
課  

人
権
施
策
推
進
係

委員 

人
権
擁
護
委
員
の
就
任


